
最低賃金引上げと中小企業・小規模事業者への支援策を求める意見書 

 

昨年10月に、富山県内の最低賃金は40円引き上げられ948円となった。しかし、物価高

のなかで、厚生労働省が発表した昨年の実質賃金はマイナス2.5％となった。 

地域間格差も縮まっているとは言えず、都市圏の東京1,113円と地方圏の富山県948円

の差は165円となっている。地方では交通費などの負担が大きく、必要な生活費は決して

都市圏と比べても低いとは言えない。都市圏への若者の流出を防ぐためにも、最低賃金

の地域間格差の是正は重要である。 

また、最低賃金引上げのためには、中小企業・小規模事業者に対する支援の強化が必

要であり、賃上げ分への国からの財政支援などの施策が求められる。 

よって、国会及び政府におかれては、下記の施策を実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１　国民の暮らしを支え消費を拡大するため、最低賃金を地域の実情に合わせ引き上

げること。 

２　生活費の実態にあわせ、最低賃金の地域間格差を是正すること。 

３　最低賃金引上げのための中小企業・小規模事業者に対する経営支援と各種財政支

援を強化すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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